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T   w n  T   p i c s
町の話題では、町の出来事や話題を
ダイジェストでおしらせしています

町 の話 題
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５月 14 日㊍有田振興局で執り行われた伝達式にて
写真左から新

しんばやし

林氏、柏
かしわだ

田氏、道
ど う つ

津氏（法
ほうげん

眼氏は欠席）
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寄付のお願い
問  産業建設課 管理係 ⑱番窓口  ℡64-1124

夏の風物詩「湯浅まつり」開催のため
の寄付を募集しています。
花火の打上、安全対策、会場整備など
に充てさせていただきます。
８月 10 日㊊目途に皆さまのご協力をお願いします。

問  湯浅まつり実行委員会（ふるさと振興課内）℡64-1112

※当日、通行止め区域を設けますので、会場周辺
が混雑することが予想されます。

　ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。

　開催日　	 9 月 19日㊏
（荒天の場合 9 月 20 日㊐）

花火やその他イベント等の詳細は、町ホームペー
ジ、広報ゆあさ９月号にてお知らせいたします。

第 50回湯浅まつりを開催します！

湯浅町青少年育成町民会議・湯浅町少年センター・湯浅町教育委員会 ℡63-1111問

気をつけよう！SNS のトラブルと対策水の事故に気を付けよう！ STOP THE いじめ！

見逃さないで！子どものサイン考えよう！家族みんなでスマホのルール万引きは犯罪です！

第62回

この運動は県全体で、子どもたちの健やかな成長を願い、家庭・地域・学校が相互に協力しなが
ら子どもたちを見守っていく運動です。

この期間は、夏休み等で子どもたちが開放的になりやすく、自由に活動できる時間も増えることに
より、非行や犯罪に巻き込まれる機会が多くなることが予想されます。ご家庭においても十分話し
合っていただくとともに、関係団体や地域の皆様と見守っていただくなどのご協力をお願いします。

夏のこどもを守る運動 明るく 正しく たくましく
７月１日㊌～８月 31日㊊

令和8年度青少年育成「ふれあい標語」を募集します

 標語テーマ 　「たすけあい」 「友達との絆」

 応募資格 　一般の部：町内に在住または町内に
通勤・通学（高校２年生以上）している方
※町内の小・中学校及び高等学校（１年生）の児童・
　生徒は各校で実施しています。

 応募方法 　青少年育成町民会議事務局（湯浅町
教育委員会内）にある応募用紙に必要事項をご記
入の上、郵送または持参で提出してください。

 応 募 先 　〒 643-0002 湯浅町青木 668-1 湯浅町
教育委員会内 湯浅町青少年育成町民会議事務局 宛

 募集締切 　７月 17 日㊎

 審査方法 　【小学校１～３年】【４～６年】【中学校】
【高校・一般】の４部門にわけて審査します。
部門ごとに、特選・準特選・入選を選考し、受賞
者には賞状・記念品を贈呈します。
審査の結果は、受賞された方のみにお知らせします。

 表 彰 式 　今秋開催予定の湯浅町青少年育成大会
にて行います。
詳細は、受賞者へ個別にお知らせします。

 そ の 他 　＊応募された作品の返却は行いません。
また、入賞作品の著作権・使用権は主催者に帰
属することをご承諾ください。

＊入賞作品は、青少年育成活動など幅広く活用さ
せていただきます。

湯浅町青少年育成町民会議では、未来を担うすべての青少年が家庭や地域において、心豊かに、明るく、
健やかに成長することを願い、青少年育成「ふれあい標語」を募集します。
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　採用予定時期　　令和９年４月１日
　受付期間　　８月３日㊊～８月 31日㊊
　申込方法　　電子申請による申し込み

申し込みフォームの二次元コードとＵＲＬは湯浅町ホーム
ページに掲載いたします。

令和８年度 湯浅町職員採用試験のご案内
　湯浅町が求める職員像　
★経営感覚を持ち、住民の期待に応える職員
　コスト意識を持ち、効率・効果的な行政運営を行うこと

ができ、住民の視点に立って考え、的確にニーズを把握
し、行動ができる職員

★使命感を持ち、チームワークを発揮する職員
　住民の安全・安心で快適な暮らしを支えるため、責任感

を持って業務をやり遂げることができ、個々の役割を果
たすと同時に、相互に助け合うことでプラスアルファの
価値を生み出すことができる職員

★プロ意識を持ち、挑戦する職員
　行政のプロとして、幅広い知識と業務に関する高い専門

能力と自己啓発・問題意識を持っており、先例にとらわ
れない広い視野と柔軟性を持って、DX や業務改善・改
革に挑戦する職員

問  総務課 総務係 ⑯番窓口  ℡64-1108 ※採用試験の詳細・申し込みについては、ホームページをご確認ください。

職種 採用予
定者数 受験資格

一般行政職 若干名 平成３年４月２日から平成 21 年
４月１日までに生まれた方

土木技術職 若干名 ①平成３年４月２日から平成 21 年
４月１日までに生まれた方

②土木の専門課程を修了した方又は
令和９年３月末までに修了見込み
の方又はこれらと同程度の学力を
有する方

全職種共通受験資格
①日本国籍を有する方
②令和９年４月１日から勤務が可能な方
③災害等、緊急を要する事態が起こったときに即座に対応

するため、原則として採用後、湯浅町内に居住すること
若しくは徒歩または自転車で 30 分以内に登庁すること
が可能な方

④地方公務員法第 16 条各号のいずれにも該当しない方

  採用予定人員・受験資格　

　試験・合格発表日程　
一次試験日程 ▶ ９月 19 日㊏予定
一次試験合格発表 ▶ 10 月上旬予定

二次試験日程 ▶ 10 月 17 日㊏予定
二次試験合格発表 ▶ 10 月下旬予定

三次試験日程 ▶ 11 月７日㊏予定
三次試験合格発表 ▶ 11 月下旬予定

　見学施設　	 びわこベース……滋賀県大津市木戸 1383-1
	 琵琶湖博物館……滋賀県草津市下物町 1091
　募集対象　	 小学生以上（小学生は保護者同伴）
　費　　用　	 ●大人 4,000 円　●高校生 1,500 円　
	 ●中学生以下 1,000 円　
　持 ち 物　	 弁当・飲み物

琵琶湖に住む水辺の生きものについて、いっしょに学習しませんか。
「びわこベース」は、一部屋の小さな水族館ですが、琵琶湖を中心に淡水生物を 100 種以上展示しています。

そして人知れず数を減らしている水辺の生きものを未来に残すべく、生きものの保全についていっしょに考え
ることのできる施設です。
「琵琶湖博物館」は、湖の生い立ち、人々の歴史、自然と私たちの暮らしの展示をはじめ、湖の生きものの生

きた姿を見ることのできる水族展示もあわせもつ、全国的にもめずらしい総合博物館です。
暑さを忘れ、琵琶湖の景色を眺めながら、いっしょに身近な生きものの魅力や未来について考えてみましょう。

湯浅えき蔵公民館「自然学習会」㏌琵琶湖

びわこベース＆琵琶湖博物館へ行こう
問  湯浅町立図書館（公民館担当）　℡62-2280

湯浅町制施行１３０周年記念事業

　申込期間　	 ７月 13 日㊊ ～19 日㊐ ９時 ～17 時
　申込方法　	 湯浅えき蔵図書館にある申込用紙に
必要事項をご記入の上、お申し込みください。２～４
名での申し込みも可能です。（申し込み期間のみ設置）

開催日時▶▶▶8月30日㊐ 7時集合　集合場所▶▶▶ 観光用駐車場（総合センター前）

◀二次元コードからも申し込みできます。

※定員を超えた場合は抽選と
なります。その際には、町
内在住、在勤の方を優先さ
せていただきます。

定員

35
名

5 令和８年７月



◇重度心身障害児者医療について
心身に重度の障がいを持つ方が安心して暮らせるように医療費の
一部を町が助成する制度です。

　対象者▶湯浅町に住民票があり、満65歳までに下記の①～⑤のいずれかに該当する方
①	身体障害者手帳１級または２級の方　②	身体障害者手帳３級所持者で町民税非課税世帯の方（入院時のみ助成）
③療育手帳Ａ1またはＡ２の方　④	精神障害者保健福祉手帳１級の方　⑤特別児童扶養手当１級の方

※一定以上の所得がある方は、対象外となります。新たに対象要件を満たす方は、担当窓口まで申請をお願いします。

①本人を含む家族全員の町民税が非課税であること
（住民税非課税世帯）
※同じ世帯に所得の申告をされていない方がいる場合、
課税世帯となり対象外となります。

②本人を含む家族全員の令和７年中の収入合計が次
の基準以下であること

1人世帯…100万円　　2人世帯…140万円
3人世帯…180万円

※遺族年金や遺族恩給、障害年金、老齢福祉年金、雇
用保険、福祉給付金などあらゆる収入を含みます。

③本人の預貯金・国債・株式などの有価証券の合計が
350万円以下であり、そのほかの家族の金融資産の
合計が350万円×世帯人数以下であること

④本人を含む家族全員が、現在住んでいる土地・家屋
を除き活用できる不動産等の資産を有していないこと

⑤本人以外の世帯員に確定申告や年末調整などの際
に扶養親族とされていないこと

　例：子どもの社会保険の扶養になっているなど
⑥	本人が後期高齢者医療の被保険者でないこと
⑦	本人が生活保護の受給者でないこと

医療費受給資格者証の更新

問
重度心身障害児者医療
健康福祉課 福祉係 ⑪番窓口

℡64-1120
問

老人医療
健康福祉課 国保年金係 ⑦⑧番窓口

℡65-3008
問

乳幼児・子ども医療・ひとり親家庭医療
健康福祉課 保健子ども係 ⑧⑨番窓口

℡65-3008
種類 受給資格 更新手続き

重度心身障害児者医療 下記要件に該当する方 不要　※ 7 月中旬に新しい受給者証を郵送

老人医療 下記要件に該当する方 必要書類を提出

乳幼児・子ども医療 令和７年中の所得が制限内の方 不要　※必要な方のみ通知

※ひとり親家庭医療については、10 月更新となっています。

◇老人医療制度について
67歳の誕生月から70歳の誕生日の属する月まで医療費の本人負担割合が3割から2割になる制度です。
受給するには下記の①～⑦のすべての条件を満たす必要があります。

申請時に必要なもの
・現在お持ちの老人医療受給者証
・世帯全員の通帳もしくは金融機関発行の

残高証明書

申請に必要なもの
・各種手帳または手当証明書
・加入している健康保険がわかるもの

広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています
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 短期集中予防サービスを利用してみませんか？

　対　　象　	 要支援１・要支援２・基本チェックリスト該当者
	 （訪問・通所型サービスを使用していない方のみ）

　期　　間　	 週１回の利用を３か月間
　料　　金　	 無料
　サービスの種類　	 訪問型または通所型（送迎あり）

　歩くことが不安で外出しなくなった　　掃除や洗濯など家事がしにくくなった
　もう一度、趣味や地域の集まりに行けるようになりたい　　と思われることはありませんか？

問  健康福祉課
　 地域包括支援センター
　 ⑬⑭番窓口

　℡64-1120

地 域 包 括 支 援
セ ン タ ー だ よ り

町収入の一部とするため有料広告を掲載しています

３か月
集中的なプログラムを実施

専門職が一緒に考え
目標達成をサポート

▶短期集中予防サービスとは
高齢者の方が住み慣れた地域でその人らしい生活を続けることができるよう、リハビリ専
門職などが 3か月間集中的に支援を行います。日常生活の活動状況をお聞きしながら一
緒に目標を立て、生活動作改善のためのアドバイスやリハビリテーションを実施します。

各種保険料（税）の通知書を送付します

令和８年度の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の普通徴収が７月から始まります。
額決定通知書及び納付書は、7 月中頃に送付します。

👉納め忘れの心配がない、口座振替での納付がおすすめです。
町内の金融機関窓口へ通帳・銀行印をご持参の上、手続きをお願いします。

👉保険料（税）を滞納すると、原則として未納期間に応じた措置がとられます。
特別な事情等により保険料（税）の納付が困難な場合は、徴収猶予や減免ができる場合がありますので、
まずは納付相談をお願いします。

問
国民健康保険税 
住民生活課 税務係 ①②番窓口

℡64-1106
問

介護保険料
健康福祉課 介護保険係 ⑬番窓口

℡64-1120
問

後期高齢者医療保険料
健康福祉課 国保年金係 ⑦⑧番窓口

℡65-3008

第１期納付期限
7月31日㊎

広告
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健康福祉課 介護保険係 ⑬番窓口  ℡64-1120問

7月中旬に65歳以上の方全員に保険料額決定通知書を送付します。
所得段階 対象者 保険料年額 保険料率

第 １ 段階

世帯全員
町県民税非課税

生活保護を受けている方
老齢福祉年金を受けている方
前年の課税年金収入額＋その他の合計
所得金額が 82.65 万円以下の方

21,888 円 基準額× 0.285

第 ２ 段階 前年の課税年金収入額＋その他の合計
所得金額が 82.65 万円超 120 万円以下の方 37,248 円 基準額× 0.485

第 ３ 段階 前年の課税年金収入額＋その他の合計
所得金額が 120 万円超の方 52,608 円 基準額× 0.685

第 ４ 段階
世帯の誰かが
町県民税課税

前年の課税年金収入額＋その他の合計
所得金額が 82.65 万円以下の方 69,120 円 基準額× 0.9

第 ５ 段階 前年の課税年金収入額＋その他の合計
所得金額が 82.65 万円超の方 76,800 円 基準額

第 ６ 段階

本人が
町県民税課税

前年の合計所得金額が 120 万円未満の方 92,160 円 基準額× 1.2

第 ７ 段階 前年の合計所得金額が 120 万円以上
210 万円未満の方 99,840 円 基準額× 1.3

第 ８ 段階 前年の合計所得金額が 210 万円以上
320 万円未満の方 115,200 円 基準額× 1.5

第 ９ 段階 前年の合計所得金額が 320 万円以上
420 万円未満の方 130,560 円 基準額× 1.7

第 10 段階 前年の合計所得金額が 420 万円以上
520 万円未満の方 145,920 円 基準額× 1.9

第 11 段階 前年の合計所得金額が 520 万円以上
620 万円未満の方 161,280 円 基準額× 2.1

第 12 段階 前年の合計所得金額が 620 万円以上
720 万円未満の方 176,640 円 基準額× 2.3

第 13 段階 前年の合計所得金額が 720 万円以上の方 184,320 円 基準額× 2.4
第１～３段階は、公費による負担軽減が行われています。
※住民税が非課税でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。
令和 7年度税制改正により、令和 7年中の給与所得控除の最低保証額が 10 万円引き上げられますが、国の指針に基づき、介
護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和 8年度の介護保険料の算定に限り、令和 7年度の控除額と同額に調整して
計算します。（世帯の住民税課税状況の判定においても同様）

●保険料額決定通知書と納付書が届いた方は、下記期限までに納付をお願いします。
・納付忘れの心配がない口座振替をご利用ください。手続きは各金融機関で行うことができます。
・特別な事情により期限までに納付することが難しいときは、介護保険係へご相談ください。

◯納付期限

第１期
7月31日㊎

第２期
８月31日㊊

第３期
９月30日㊌

第４期
11月２日㊊

第５期
11月30日㊊

第６期
12月28日㊊

◯納付できる場所
湯浅町役場・総合センター・紀陽銀行・和歌山県農業協同組合・近畿労働金庫・
きのくに信用金庫・なぎさ信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行（近畿）

─65歳以上の皆様へ─
令和８年度 介護保険料のお知らせ

8令和８年７月



令和８年度 国民健康保険年次更新のお知らせ

高齢受給者証廃止のお知らせ

保険証は、令和６年 12 月２日から新規発行が終了となり、健康保険証の利用登録がなされ
たマイナンバーカード（マイナ保険証）を基本とする仕組みに移行しています。

マイナ保険証をお持ちでない方に簡易書留で８月１日㊏から令和９年７月 31 日㊏有効期限
の資格確認書（青色）を、７月中に送付します。
「資格情報のお知らせ」（マイナ保険証）をお持ちの方は、今お持ちの資格情報のお知らせをそのままお使いください。

※保管期限までに受け取れなかった場合、８月１日以降に役場でお渡しします。本人確認ができるもの（マイナンバーカードや
運転免許証など）をご持参の上、お越しください。

※現在お持ちの資格確認書（ピンク色）は、８月１日以降使用できませんので、個人情報がわからないように処分してください。

令和８年度の年次更新から資格確認書に負担割合を記載しているため、従来の高齢受給者証は発行いたしません。（※）

８月１日からはお持ちの資格確認書またはマイナ保険証だけで受診いただけます。
現在お持ちの高齢受給者証は８月１日以降使用いただけませんので、個人情報がわからないように処分して

ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）「資格情報のお知らせ」にも負担割合は記載しております。

マイナ保険証の
メリット等について

健康福祉課 国保年金係 ⑦⑧番窓口  ℡65-3008問

健康福祉課 国保年金係 ⑦⑧番窓口  ℡65-3008問

後期高齢者医療制度の資格確認書の色が

「うすい緑色」から『みず色』に変わります

　８月から後期高齢者医療制度の　
　資格確認書の交付対象が見直されます。

● 85 歳以上の方
全ての方に「資格確認書（ハガキサイズの紙）」

が交付されます。※マイナ保険証（お持ちの方）
又は資格確認書をご利用ください。

● 84 歳以下の方
◦直近１年間にマイナ保険証の利用が６回以上、
かつ直近３カ月以内に利用している方
　⇒「資格情報のお知らせ（A4サイズの紙）」が交付されます。
◦上記以外の方（※）
　⇒「資格確認書（ハガキサイズの紙）」が交付されます。
※具体的な例　マイナンバーカードを持っていない方
　マイナ保険証を持っているが、利用頻度が少な
い方又は全く利用していない方

　今回お届けする『みず色』の資格確認書は  
 ７月１日㊌から令和９年７月31日㊏まで使えます。 
現在お持ちの資格確認書「うすい緑色」は８月

１日㊏以降使用できませんので、個人情報がわか
らないように処分してください。

※令和８年度住民税の課税所得等により、一部負担金の割
合が変更になっている場合がありますのでご確認くだ
さい。

健康福祉課 国保年金係 ⑦⑧番窓口  ℡65-3008問

今まで１割であった方が２割負担に変更となる場合
「２割（令和８年７月31日までは１割）」と表示されます。

　例①　

今まで１割であった方が３割負担に変更となる場合
「３割（令和８年７月31日までは１割）」と表示されます。

　例②　

７月 31日㊎の有効期限満了に伴い資格確認書を次の対象者に７月初旬頃から順次簡易書留にて送付します。

9 令和８年７月



　　湯浅町こども計画を策定しました

問  健康福祉課 保健子ども係 ⑧⑨番窓口  ℡65-3008

問  健康福祉課 保健子ども係 ⑧⑨番窓口  ℡65-3008

子育て世代のための子育て講座・交流会はぐ♡ Hug 

子育て世代の親同士の交流と専門家による子育て講座を
受講し、子育てについて楽しく学びながら育児の不安やス
トレスを解消しましょう！

令和 8 年度から令和 11 年度までの 4 年間を計画期間とする「湯浅町
こども計画」を令和 8 年 3 月に策定しました。

基本理念を実現するため、次のとおり各目標に応じた施策に取り組みます。

●日時　8 月 6 日㊍ 10 時  ～11時 30 分
●講師　宮

みや

崎
ざき

　翠
みどり

　氏（助産師　翠助産院院長）
●対象　乳幼児～低学年の保護者

●利用料　無料
●場所　保健センター　一時保育あり
●申込方法　電話または二次元コード

▲二次元コードから
　申し込みできます

◀湯浅町公式HP
「湯浅町こども計画」

こども・若者の
ライフステージを
通じた取り組み

こども・若者の
ライフステージに
応じた取り組み

子育て当事者への
支援

（「湯浅町こども計画」が目指すまちの姿（基本理念））

 こども・若者の幸せな未来を育む  こどもまんなかのまち ゆあさ 

〈 基本目標１〉 〈 基本目標 2〉 〈 基本目標３〉 

子どもに伝えたい！  生と性のお話

広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています

10令和８年７月



あなたも私もみんなステキ
〜ともに考えましょうみんなの人権〜

人権尊重委員会
人権推進課

（総合センター）

℡ 64-1126
jinsui@town.yuasa.lg.jp人権尊重委員を紹介します

人権、それは「人間らしく生きる権利」です。人が人として大切にされるためには、一人ひとりが人権問
題に気がつく感覚を養い、おかしいことにおかしいといえる勇気をもつことです。

すべての人が共に生きる社会であるために、人権を取り巻くさまざまな現実を知って一人ひとりが「差別をな
くそう」と思うだけでも、それは貴重な一歩です。

町民の皆様が人権尊重の理念に対する理解を深め、人権が大切にされるまちづくりの推進に寄与するこ
とを目的として湯浅町人権尊重委員会が設置されています。

人権に関するご相談のある方はお気軽にお近くの人権尊重委員、または人権推進課（総合センター）までご
相談ください。相談内容等の秘密はお守りします。

［敬称略］

地区等 委員氏名 地区等 委員氏名 地区等 委員氏名

南浜町 西
にしむら

邑	 木
き

久
く み

美 中之島 中
なかがわ

川	 陽
よ う こ

子 田 井
いのうえ

上	 明
あきひこ

彦
中々町 平

ひらばやし

林	 園
そ の こ

子 北栄 3 上
うえやま

山	 正
まさひろ

宏 田 岡
お か だ

田	 光
みつひろ

弘
南鍛冶町 中

な か い

井	 聖
さとし

北栄 3 竹
たけなか

中	 多
た え こ

惠子 栖原 有
ありもと

本	 典
のりふみ

史
大宮通 3 岡

おか

	 統
とおる

青木 髙
たか

橋
はし

	 聡
と し こ

子 栖原 中
なかしま

島	 正
まさたか

隆
宮西 山

やまもと

本	 五
ご ろ う

郎 青木 武
たけうち

内	 ひとみ 栖原 中
な か お

尾	 一
かずひら

平
東南道２ 塚

つ か だ

田	 宗
かづ

宏
ひろ

山田 弓
ゆ ば

場	 守
まもる

吉川 波
は と

戸	 和
かずひこ

彦
野下 星

ほしやま

山	 俊
しゅんじ

二 山田 平
ひ ら の

野	 栄
ひ で き

樹 横田 礒
いそ

岡
おか

	 和
か ず や

也
本町 宮

み や い

井	 義
よしかず

和 山田 山
やま

﨑
さき

	 雅
まさ

博
ひろ

教育委員会 垣
かきうち

内	 淳
じゅん

島之内 衣
え な

奈	 伸
のぶかず

和 山田 西
にしたに

谷	 章
ふ み や

也 行政 柏
かしわぎ

木	 保
やすゆき

行

 「防災士」の資格を取得しませんか  

１．防災士とは 
地域のさまざまな場で減災と地域の防災力向上のため

の活動が期待され、そのために十分な知識・技能を有す
る人でNPO法人日本防災士機構が認証した人です。

２．防災士の主な役割 
防災士には家庭・職場・地域で多様な活躍が期待され
ています。その役割は大きく分けて 3つあります。
①災害時の公的支援が到着するまでの被害の拡大の軽減
②災害発生後の被災者支援の活動
③平常時の防災意識の啓発、自助及び共助活動の訓練

３．対象者 　町内各自主防災組織の構成員

４．助成対象経費 
交通費等を除く、実際に要した次の経費を助成します。

ただし、防災士の資格を取得した場合に限ります。

総務課 地域防災係
⑯番窓口  ℡64-1108

問

地域の防災力向上の担い手となる人材を養成するため、防災士の資格を取得した方に対して、助成金を交付しています。

●NPO法人日本防災士機構が認証した研修機関が実
施する講座※の受講料　　　● 防災士教本料

● 防災士資格試験受験料　　　● 防災士認証登録料

※和歌山県が実施する地域防災リーダー育成講座「紀の国防災人づく
り塾」があります。詳しくは、和歌山県ホームページ（防災企画課
トップページ）をご確認ください。

11 令和８年７月



国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
と
き
は

問 

日
本
年
金
機
構 

和
歌
山
西
年
金
事
務
所

℡
０
７
３・４
４
７・１
６
６
０

    

健
康
福
祉
課 

国
保
年
金
係

（
⑦
⑧
番
窓
口
）℡
６
５・３
０
０
８

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
納
付
が
困
難
な
場
合
、

申
請
し
承
認
さ
れ
る
と
納
付
が
免
除
ま
た
は
猶
予

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。こ
の
制
度
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、将
来
の
年
金
受
給
権
の
確
保
だ
け
で

は
な
く
、万
一
の
事
故
な
ど
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金

の
受
給
資
格
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
失
業
特
例
制
度

免
除
す
る
年
度
ま
た
は
前
年
度
に
退
職
し
た
場

合
、
免
除
判
定
に
使
用
す
る
所
得
を
「
０
」
と
す

る
特
例
で
す
。

※
世
帯
員
に
収
入
が
あ
る
と
非
該
当
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

○
必
要
な
も
の

①
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の
（
年
金
手
帳

か
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
）、
ま
た
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の
（
通
知
カ
ー
ド
か

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）

②
雇
用
保
険
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証

◆
継
続
申
請

失
業
特
例
制
度
を
利
用
せ
ず
全
額
免
除
が
承
認

さ
れ
る
場
合
、翌
年
度
以
降
の
申
請
を
自
動
継
続

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
50
歳
未
満
は
納
付
猶
予

含
む
）

◆
一
部
免
除
が
承
認
さ
れ
る
方

一
部
免
除
（
４
分
の
３
免
除
・
半
額
免
除
・
４

分
の
１
免
除
）
は
、
免
除
さ
れ
て
い
な
い
残
り
の

部
分
を
納
付
し
な
か
っ
た
場
合
未
納
と
な
り
ま
す

の
で
、
免
除
承
認
後
に
送
付
さ
れ
る
納
付
書
で
納

付
く
だ
さ
い
。

○
必
要
な
も
の

基
礎
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

も
し
く
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の
（
３

つ
の
う
ち
い
ず
れ
か
）

人口…10,435（－ 11）
世帯… 5,178（－ 4）

男性… 4,893（－ 7）
女性… 5,542（－ 4）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
等
の
ご
案
内

問 
住
民
生
活
課 

住
民
係

（
③
④
番
窓
口
）℡
６
４・１
１
０
２

予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
電
話
ま
た
は

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
夜
間
窓
口　

◆
受
付
内
容
／

申
請
、受
取
、更
新
、暗
証
番
号

再
設
定

◆
日
時
／
７
月
１
日
㊌ 

17
時
15
分
～
20
時

	

７
月
15
日
㊌ 

17
時
15
分
～
20
時

　
出
張
申
請
窓
口
（
申
請
の
み
の
受
付
）　

・
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
（
湯
浅
え
き
蔵
１
階
）

◆
日
時
／
７
月
10
日
㊎ 

14
時
～
16
時

・
総
合
セ
ン
タ
ー

◆
日
時
／
７
月
24
日
㊎ 

14
時
～
16
時

◆
電
話
予
約
／
平
日
９
時
～
17
時（
土
日
祝
日
を
除
く
）

※
キ
ャ
ン
セ
ル
や
変
更
は
平
日
の
17
時
ま
で
に
電

話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
出
張
申
請
は
３
日
前
ま
で
に
電
話
予
約
を
お
願

い
し
ま
す
。

７
月
は
“
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
”
の

強
調
月
間
で
す

問 

総
務
課 

地
域
防
災
係

（
⑯
番
窓
口
）℡
６
４・１
１
０
８

“
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
”
は
、
全
て
の
国

民
が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
犯
罪
や
非
行
を
し

た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非

行
の
な
い
安
全
で
安
心
な
明
る
い
地
域
社
会
を
築

く
た
め
の
全
国
的
な
運
動
で
す
。

よ
り
一
層
地
域
社
会
の
絆
を
強
め
、犯
罪
を
し

た
人
や
非
行
に
陥
っ
た
少
年
の
立
ち
直
り
を
助

け
、す
べ
て
の
人
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
安
全
・
安
心

な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
、こ
の
運
動
の
推
進

に
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

要予約

町のうごき
（令和８年６月１日）（前月比）

健
康
教
室
の
ご
案
内
《
申
込
不
要
》

問 

健
康
福
祉
課 

保
健
子
ど
も
係

（
⑧
⑨
番
窓
口
）℡
６
５・３
０
０
８

　
栄
養
教
室　

◆
日
時
／
7
月
22
日
㊌　
10
時
30
分
～
11
時
30
分

◆
内
容
／「
血
圧
を
下
げ
る
食
事
の
工
夫
」

◆
場
所
／
湯
浅
え
き
蔵
３
階　
会
議
室
３

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
３
種
類
が
発
売
中

～
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
プ
レ
ミ
ア
ム
が
新
登
場
！ 

１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
12
億
円
！
～

◆
発
売
期
間
／
７
月
31
日
㊎
ま
で

◆
価　
　
格
／

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
プ
レ
ミ
ア
ム　

１
枚
５
０
０
円

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
・
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ

１
枚
３
０
０
円

◆
抽
せ
ん
日
／
８
月
12
日
㊌

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町
村
の
明
る
く

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
は
、
Ｐ
Ｃ
や
ス
マ
ホ
か
ら
も

ネ
ッ
ト
購
入
で
き
ま
す
。

出
張
年
金
相
談

問 

健
康
福
祉
課 

国
保
年
金
係

（
⑦
⑧
番
窓
口
）℡
６
５・３
０
０
８

相
談
は
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
和
歌

山
西
年
金
事
務
所
へ
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

◆
日
時
／
８
月
６
日
㊍　
10
時
～
15
時

（
最
終
受
付
14
時
）

◆
場
所
／
湯
浅
町
役
場
１
階　
多
目
的
室

◆
予
約
電
話
番
号
／
０
７
３・４
４
７・１
６
６
０

（
和
歌
山
西
年
金
事
務
所 

お
客
様
相
談
室
）

広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています
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令
和
８
年
度
海
上
保
安
官
採
用
試
験
の

ご
案
内

問 

海
南
海
上
保
安
署℡０

７
３・４
９
２・０
１
３
４

日
本
の
海
を
守
ろ
う
!!
め
ざ
せ
!!
海
上
保
安
官
!!

◆
海
上
保
安
学
校
（
高
卒
程
度
）

　
受
付
期
間
：
７
月
10
日
㊎
～
７
月
23
日
㊍

◆
海
上
保
安
大
学
校
（
高
卒
程
度
）

　
受
付
期
間
：
８
月
20
日
㊍
～
９
月
７
日
㊊

※
受
験
資
格
等
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

「
防
衛
省
・
自
衛
隊
か
ら
の
お
知
ら
せ
」

令
和
８
年
度
各
種
目
自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て

問 
防
衛
省
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部

　

 
有
田
募
集
案
内
所

〒
6
4
9・0
3
1
6

　
和
歌
山
県
有
田
市
宮
崎
町
1
0
6・２

℡
８
２・６
６
３
１

　
第
３
回
任
期
制
自
衛
官　

◆
資
格
／
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

◆
受
付
期
間
／
７
月
23
日
㊍
ま
で

◆
試
験
期
日
／

【
ｗ
ｅ
ｂ
試
験
】
８
月
２
日
㊐
～
４
日
㊋
い
ず
れ
か
１
日

【
口
述
、
身
体
検
査
】
８
月
８
日
㊏

◆
入
隊
時
期
／
３
月
下
旬
～
４
月
上
旬

◆
試
験
会
場
／

【
ｗ
ｅ
ｂ
試
験
】　
自
宅
等

【
口
述
、
身
体
検
査
】　

自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部
（
和
歌
山
市
）

　
第
２
回
一
般
曹
侯
補
生　

◆
資
格
／
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

◆
受
付
期
間
／
７
月
１
日
㊌
～
９
月
１
日
㊋
ま
で

◆
試
験
期
日
／

　
1
次
試
験
（
ｗ
ｅ
ｂ
）
９
月
23
日
㊌
～
25
日
㊎

◆
入
隊
時
期
／
３
月
下
旬
～
４
月
上
旬

◆
試
験
会
場
／
【
ｗ
ｅ
ｂ
試
験
】　
自
宅
等

おしらせ 問＝問合せ

花
火
に
よ
る
火
災
・
事
故
を

防
ぎ
ま
し
ょ
う
！

問 
湯
浅
広
川
消
防
組
合
消
防
本
部 

予
防
課

（
⑯
番
窓
口
）℡
２
２・３
１
２
８

花
火
を
行
う
上
で
、
次
の
こ
と
に
気
を
つ
け
ま

し
ょ
う
。

●
風
の
強
い
日
は
花
火
を
し
な
い
。

●
必
ず
大
人
と
一
緒
に
行
い
、
人
や
家
に
向
け
た

り
、
燃
え
や
す
い
も
の
の
そ
ば
で
行
わ
な
い
。

●
水
バ
ケ
ツ
を
用
意
し
、
遊
び
終
わ
っ
た
花
火
は
、

水
に
つ
け
て
か
ら
処
分
す
る
。

取
扱
い
に
は
十
分
注
意
し
、
楽
し
い
夏
の
思
い

出
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

令
和
８
年
度
湯
浅
広
川
消
防
組
合
職
員

採
用
試
験
の
ご
案
内

問 

湯
浅
広
川
消
防
組
合
消
防
本
部 

総
務
課

℡
６
３・５
３
０
１

令
和
９
年
４
月
採
用
の
職
員
を
募
集
し
ま
す
。

◆
採
用
予
定
人
員
／
消
防
職　
若
干
名

◆
受
験
資
格

・
学
校
教
育
法
に
定
め
る
高
等
学
校
以
上
の
課
程

を
修
了
し
た
方
（
令
和
９
年
３
月
高
等
学
校
卒

業
見
込
み
の
方
を
含
む
。）
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
の
学
力
を
有
す
る
方

・
平
成
11
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
21
年
４
月
１

日
ま
で
の
間
に
生
ま
れ
た
方
で
日
本
国
籍
を
有

す
る
方

・
消
防
職
員
と
し
て
必
要
な
一
定
の
身
体
要
件
を

満
た
す
方

・
地
方
公
務
員
法
第
16
条
の
欠
格
条
項
に
該
当
し

な
い
方

◆
採
用
試
験
日
／
一
次
試
験　
９
月
20
日
㊐

　
　
　
　
　
　
　
二
次
試
験　
11
月
上
旬
予
定

◆
受
付
期
間
／
８
月
１
日
㊏
～
21
日
㊎

◆
申
込
用
紙
の
交
付
場
所
／
湯
浅
広
川
消
防
組

合
、湯
浅
町
役
場
総
務
課
、広
川
町
役
場
総
務
課

　
航
空
学
生　

◆
資
格
／
18
歳
以
上
24
歳
未
満
の
者

◆
受
付
期
間
／
７
月
１
日
㊌
～
８
月
28
日
㊎
ま
で

◆
試
験
期
日
／
一
次
試
験
９
月
19
日
㊏
、
26
日
㊏

　
　
　
　
　
　
い
ず
れ
か
１
日

◆
入
隊
時
期
／
３
月
下
旬
～
４
月
上
旬

◆
試
験
会
場
／

和
歌
山
八
番
丁
テ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
（
和
歌
山
市
）

　
防
衛
医
科
大
学
校
看
護
学
生　

◆
資
格
／
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者

◆
受
付
期
間
／
７
月
１
日
㊌
～
10
月
２
日
㊎
ま
で

◆
試
験
期
日
／
一
次
試
験
10
月
17
日
㊏

◆
入
隊
時
期
／
３
月
下
旬
～
４
月
上
旬

◆
試
験
会
場
／
英
数
学
館
（
和
歌
山
市
）

　
防
衛
医
科
大
学
校
医
学
学
生　

◆
資
格
／
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者

◆
受
付
期
間
／
７
月
１
日
㊌
～
10
月
８
日
㊍
ま
で

◆
試
験
期
日
／
一
次
試
験
10
月
24
日
㊏

◆
入
隊
時
期
／
３
月
下
旬
～
４
月
上
旬

◆
試
験
会
場
／
プ
ラ
ザ
ホ
ー
プ
（
和
歌
山
市
）

　
防
衛
大
学
校　

◆
資
格
／
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者

◆
受
付
期
間
／
７
月
１
日
㊌
～
10
月
15
日
㊍
ま
で

◆
試
験
期
日
／
一
次
試
験
10
月
31
日
㊏

◆
入
隊
時
期
／
３
月
下
旬
～
４
月
上
旬

◆
試
験
会
場
／
プ
ラ
ザ
ホ
ー
プ
（
和
歌
山
市
）

※	

受
験
料
／
無
料
、
他
社
と
の
併
願
可
能
、
各
種

無
料
相
談
会
も
実
施
中

※
学
生
モ
ニ
タ
ー
募
集
中

　
自
衛
隊
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、
自
衛
隊
へ
の
理

解
を
深
め
て
頂
く
と
と
も
に
若
者
な
ら
で
は
の

視
点
か
ら
自
衛
隊
の
広
報
活
動
に
対
す
る
意
見

を
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　
対
象
／
中
・
高
・
大
学
生
、専
門
学
生
、予
備
校
生

詳
し
く
は
こ
ち
ら
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
覧

く
だ
さ
い
。

学生モニター

HP

広告 町収入の一部とするため有料広告を掲載しています
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 山田町民プール・宝栄プールを開放します 

■開放予定日（27日間開放予定）
７月18日㊏〜８月 ９ 日㊐
８月17日㊊〜８月20日㊍

■開放予定時間　13時～15時
■入場料　大人200円・小人100円
　　　（町内の中学生以下無料）

※天候等により、開放を急遽中止、開放時間を変更する場合があります。
※水鉄砲等のおもちゃは持ち込みできません。（浮き具は持ち込み可能です）

令和 7 年国勢調査の速報によりますと、湯浅町の
人口は 10,032 人となり、前回調査からおよそ 1,000
人の減少となりました。全国的な人口減少という大
きな流れの中で、町としても真摯に受け止めている
ところです。

湯浅町は、豊かな自然、独自の歴史と文化、そし
て大阪方面への良好なアクセスといった多くの魅力
に恵まれ、大変住みやすいまちであると自負してお
ります。「住みたい、住み続けたい」と思っていた
だけるまちにするため、子育て住宅の整備、教育環
境の充実、きめ細やかな福祉施策など、町民の皆様
の声に耳を傾けながら実行してまいります。町職員
や関係者の皆様と力を合わせ、暮らしに根ざした取
り組みを着実に進めていく所存ですので、どうかご
意見をお寄せください。

先月は町制施行 130 周年という大切な節目を迎え

ました。今年 9 月には第 50 回を迎える湯浅まつり、
12 月には重要伝統的建造物群保存地区選定 20 周年
と、いくつもの節目が続きます。これらはひとえに
皆様一人ひとりの熱意とご尽力の賜物であり、改め
て深く感謝申し上げます。

人口の推移は、その時々の社会情勢を映し出すも
のですが、湯浅町の歩みを支えてきたのはいつの時
代も「人」であり、地域を想う力であると確信して
おります。私も町長として、誰もが安心して暮らせ
る、安全で温かい地域社会の実現を目指し、皆様と
ともに一層努力してまいります。今後とも変わらぬ
ご支援とご協力をお願い申し上げます

（令和８年 6 月２４日）

町民の皆様へ
─ 町長メッセージ ─

湯浅町長

問  教育委員会 社会教育係 ⑲番窓口  ℡63-1111

問  産業建設課 管理係 ⑱番窓口  ℡64-1124
●自分のゴミは持ち帰りましょう。
●公園外へボールを飛ばすなどの危険なボール遊びはやめましょう。
●早朝、夜間に大きな音を出すなど、近隣の方々に迷惑となる行為は

やめましょう。
●花火をするなど、火を使うことはやめましょう。
●公園内のものを壊したり汚したりせず、大切に遊びましょう。
●犬を散歩させるときはリードをつけ、フンは持ち帰りましょう。

公園はみんなで楽しくマナーを守って利用しましょう

中止・変更はこちらで
お知らせします。

14令和８年７月



役場 湯浅町役場　　　　えき蔵 湯浅えき蔵
ふる 湯浅ふるさと館　　総セ 総合センター　

町 民 カ レ ン ダ ー

月

月 火 水 木 金
ダンボール
（※1）

本・雑紙
牛乳パック
（※2）

古　着
（※3）

ペットボトル
（※3）

新　聞
（※2）

※１：まとめてしばって出してください。　※２：透明または半透明の袋に入れるかしばって出してください。
※３：透明または半透明の袋に入れて出してください。

7
日 月 火 水 木 金 土

28 29 30 1 カン類収集日 2 3 4
マイナンバーカード
夜間窓口 役場※要予約
17時15分～20時
 P12参照 

5 6 7 8 ビン類収集日 9 10 11
集団健診 役場  
８時～10時

・七夕まつり
　（島之内区周辺）
　17時～
・消費者相談 総セ
　13時～16時

マイナンバーカード
出張申請 えき蔵
14時～16時※要予約
 P12参照 

12 13 14 15 カン類収集日 16 17 18
消費者相談 ふる
13時～16時

・行政相談 役場  
　13時30分～15時
・マイナンバーカード

夜間窓口 役場※要予約
　17時15分～20時

 P12参照 

19 20 21 22 ビン類収集日 23 24 25
消費者相談 総セ
13時～16時

栄養教室 えき蔵
10時30分～11時30分
 P12参照 

マイナンバーカード
出張申請 総セ
14時～16時※要予約
 P12参照 

26 27 28 29 カン類収集日 30 31 1
消費者相談 ふる
13時～16時

浄化槽管理講習会
総セ  19時～

利 用 案 内
■開館時間：9時〜21時
■休 館 日：毎月月末の金曜日、年末年始
■お問合せ：湯浅町立図書館 ℡62–2280

『症状改善！不調の原因がわかる筋肉のしくみ大全』 成美堂出版
『コズミック・ガール』 伊与原新／文藝春秋
『白と黒のソナタ』 宇佐美まこと／祥伝社
『おしら鬼秘譚』 黒木あるじ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　　など

＊その他新着図書は、図書館ホームページの「新着資料検索」からご覧いただけます＊
＊おはなし会＆おやこ集いの場（こども向け）次回は7月11日㊏です！＊

きてみて！

釣りを子どもにとって「いい体験」に
するには。初心者がつまずきやすい点、
安全のために欠かせない備え、子ども
が前向きになりやすい声かけなど、親
子で釣りを楽しむために押さえるべき
視点と関わり方を中心にまとめる。

『プロが教える親子釣り読本』
メイツユニバーサルコンテンツ

『最強対決！キングｖｓディーノ』 ＣＡＮ／潮出版社
『クラシック音楽への招待』 飯田有抄／音楽之友社
『ぼくのとなりにマヤがいた』 久保田里花／理論社
『おてんとさんのたおしかた』 万乃華れん／文研出版　　など

おひさまを見ている、ねこ。地平線を見
ている、きりん。空に浮かぶくもを見てい
る、りす…。「このめ、だあれのめ？」の
問いかけでページをめくると、生き物た
ちが見ている優しい世界が広がる絵本。

『だあれのめ？』
ａｃｃｏｔｏｔｏ／文溪堂

私たちの身近に出没するようになった
野生のほ乳類たち。どうしてこうなった
のか、出合ったらどうすればいいのか、
そしてこれからどうすればいいのかを
考える。１は、クマをとりあげる。

『出合ったらどうする？
野生のほ乳類 １』

童心社

新
着
図
書
の
ご
案
内

一
般
書

児
童
書

帳簿ってどんなものがあるの？借方、
貸方ってなに？給料計算ってどう
やって算出するの？経理の仕事の基本
をオールカラーのイラストを多用して
ていねいに、わかりやすく説明する。
２０２６年２月最新の情報に対応。

『経理の教科書１年生』
新星出版社

図書館
L I B R A R Y

［対象：０歳～５歳］

［対象：小学５～６年生］

えき蔵図書館
公式X（＠ekikuratoshokan）

・固定資産税第2期納期限
・国民健康保険税第1期納期限
・後期高齢者保険料第1期納期限
・介護保険料第1期納期限

15 令和８年７月
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───健　康　相　談───
毎週水曜日

９時～11時30分
───こころの相談室───

※予約制
電子申請またはお電話
にて事前予約をお願い
します。
健康福祉課 保健子ども係
℡65-3008

7月21日㊋
10時～11時30分	 松源湯浅店

───４ か 月 児 健 診───
7月24日㊎	 13時30分～
───６ か 月 児 相 談───
7月  1日㊌	 9時30分～
───1 0 か 月 児 健 診───
7月24日㊎	 13時～
───１歳６か月児相談───
7月27日㊊	 13時～
───２ 歳 児 相 談───
7月10日㊎	 9時30分～

乳幼児健康相談〈はぐ♡てらす〉
7月  1日㊌	 9時～11時30分
7月15日㊌	 9時～11時30分

妊産婦相談＆交流〈mama ♡はぐ〉
7月15日㊌	 9時～11時30分

実施場所 保健センター

実施場所 保健センター

＊水分補給ができるように、お茶をご用意ください。

みんな一緒に
あそびのひろばへ 10時〜11時15分

子育て支援センター

お い で よ ！ 子 育 て サ ー ク ル へ

※事前予約は不要です。気軽にお越しください！

ふうせんあそび

の日程す く す く ひ ろ ば

の日程な か よ し ひ ろ ば
○子育て支援センター
　８月　６日㊍　みずあそび
　　　２０日㊍　絵本の読み聞かせ

の日程ひ ま わ り ひ ろ ば
○ひまわり保育園（内容は変更することもあります）

　８月２4日㊊　プールであそぼう

◆電話・来訪相談をご利用ください
お問合せ	 ゆあさこども園	 （℡63–4153）
	 子育て支援センター（℡63–6066）

◆子育て支援センターへ遊びに来てね
（月〜金曜日　 10時〜15時）

場　　所	 ゆあさこども園

大人の健康相談

献血

○ゆあさこども園
　８月４日㊋　みずあそび
○たむらこども園
　８月５日㊌　ひんやり楽しい感触あそび♪

エンゼルちゃん　8 月 21日㊎10時～
いきいきふれあい館

　健診は、お子さんの成長を確認
するための大事な機会です。
　保護者の皆さまに関心をもって
いただくために、１歳児相談でお
誕生会を開いています。

６月５日㊎ （1歳児相談）

地域のみんなで子どもたちの
すこやかな成長を見守りましょう

健診に行きましょう！

6 　月のお誕生日会に来たよ！

保健センター

参加
無料

子どもの健診・健康相談


